
ＰＦＩ 負担割合変更 事務改善 その他
実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲 民間委託

廃止 縮小 統合 凍結(休止) 延長 終期設定

・バス利用者に対し、運行距離に応じた応分の料金負担を求めている。
・民間バス事業者に対し、補助限度の設定により経営の効率化を求めるなど、負担の適
正化に努めている。

実
施
方
針

方 向 性
新規 拡充 継続 実施手法の見直し

評
価
結
果

必　　要　　性

・バス利用者の減少により、民間事業者単独での路線維持が困難な状況にあることか
ら、不採算路線での路線休廃止に繋がる恐れがある。
・路線休廃止により、高齢者をはじめとする住民の生活交通手段が確保できなくなる。
・したがって、国との協調制度によって、広域的・幹線的バス路線の維持確保を図る必
要がある。

有　　効　　性
・バス利用者の減少により、民間事業者単独での路線維持が困難な状況にあるなかで、
国との協調制度によって、広域的・幹線的バス路線が維持されており、着実に成果があ
がっている。

効　　率　　性
・補助制度としては、補助限度を設定することにより、民間バス事業者に対しては運行
コストの増嵩の抑制と運賃収入の確保など、効率的な運行を促す事業としている。

民間・市町との役割分担

・バス利用者の減少により、民間事業者単独では維持が困難な路線について、補助を
行っている。
・輸送量が比較的多い広域的・幹線的路線は国及び県の協調補助により、輸送量が比較
的少ない広域的・準幹線的路線は市町及び県の協調補助により実施しており、役割分担
は適切に行われている。

受益と負担の適正化

補助対象系統数 36系統 －
33系統

(5,137 千円)

目標値 年度 H21 H22

22年度
見込み

23年度
目標

達成率（％）

説

明

　市町を跨るなどの広域的な幹線路線を補助することにより、高齢社会の本格的な到来、生活圏の広域化や
交流の拡大等に対応した住民の移動手段として、バス路線が維持されていることから、県においても引き続
き国と協調して補助を継続する。

(4,634 千円)
100.0% 100.0%

目標の達成度
を示す指標

指標名
目　　標 21年度

実績

(4,349 千円)

H23

36系統 36系統
91.7%

事業の目標

　赤字路線のうち広域的・幹線的路線の補助対象系統数
の維持

[目標設定理由]
　広域的・幹線的路線の休廃止は、県民生活に多大
な影響を及ぼすことから、高齢者をはじめとする住
民の生活交通手段を確保するため、補助対象系統数
の維持を目標とした。

事務事業評価資料

施策名 生活交通バス対策の推進 所管部局課名 県土整備部県土企画局交通政策課

事業名 バス路線運行維持対策費補助（国庫協調補助路線） 担当者電話番号 地域交通係　078-362-3885

地域住民の日常生活における公共交通手段として、広域的・幹線的乗合バス路線の確保
（※広域的・幹線的路線：①複数市町を運行する路線、②輸送量15人以上150人以下、③運行回数３回以上）

事業目的

事業内容

路線バス事業で経常損失が生じている民間バス事業者を国と協調し
て支援する。
①対象者　　　：乗合バス事業者
②対象路線　　：複数市町を運行し、輸送量が15人以上150人以下等の路
線
③補助対象経費：経常費用と経常収益の差額
④補助限度　　：経常費用の９/20
⑤負担割合　　：国1/2、県1/2

事業開始年度 昭和47年度

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

区　分 平成21年度決算額 平成22年度当初予算額

従事人員 従事人員
人件費②

総コスト
（①＋②）

平成23年度当初予算額

事業費①
(167,850 千円) (167,851 千円) (165,191 千円)

167,850 千円 167,851 千円 165,191 千円

従事人員

1,672 千円 0.2人 1,641 千円 0.2人

従事人員

1,624 千円 0.2人

166,815 千円 0.2人

従事人員

169,522 千円 0.2人 169,492 千円 0.2人

従事人員



ＰＦＩ 負担割合変更 事務改善 その他
実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲 民間委託

廃止 縮小 統合 凍結(休止) 延長 終期設定

・バス利用者に対し、運行距離に応じた応分の料金負担を求めている。
・民間バス事業者に対し、補助限度の設定により経営の効率化を求めるなど、負担の適
正化に努めている。

実
施
方
針

方 向 性
新規 拡充 継続 実施手法の見直し

評
価
結
果

必　　要　　性

・バス利用者の減少により、民間事業者単独での路線維持が困難な状況にあることか
ら、不採算路線での路線休廃止に繋がる恐れがある。
・路線休廃止により、高齢者をはじめとする住民の生活交通手段が確保できなくなる。
・したがって、輸送量等において国庫協調補助路線の要件を満たさない広域的・準幹線
的バス路線を市町との協調制度によって、維持確保を図る必要がある。

有　　効　　性
・バス利用者の減少により、民間事業者単独での路線維持が困難な状況にあり、不採算
路線の休廃止が進んでいるが、市町との協調補助により、大幅な休廃止には至っておら
ず、補助制度が有効に機能している。

効　　率　　性
・補助制度としては、補助限度を設定することにより、民間バス事業者に対しては運行
コストの増嵩の抑制と運賃収入の確保など、効率的な運行を促す事業としている。

民間・市町との役割分担

・バス利用者の減少により、民間事業者単独では維持が困難な路線について、補助を
行っている。
・輸送量が比較的少ない広域的・準幹線的路線は市町及び県の協調補助により、市町域
内で完結する路線は市町単独補助により実施しており、役割分担は適切に行われてい
る。

受益と負担の適正化

補助対象系統数 69系統 －
69系統

(2,325 千円)

目標値 年度 H21 H22

22年度
見込み

23年度
目標

達成率（％）

説

明

　市町を跨るなどの広域的な準幹線路線を補助することにより、高齢社会の本格的な到来、生活圏の広域化
や交流の拡大等に対応した住民の移動手段として、バス路線を維持する必要がある。
　しかし、県負担が増大する中で、持続可能な補助制度とする必要があることから、平成21年度より、①輸
送量２人以上の下限を付加し県が補助対象とする路線の重点化、②バス事業者の経営の効率化を促進するた
めに経常費用の11/20を補助対象経費の限度額として設定、を実施している。

(2,258 千円)
100.0% 100.0%

目標の達成度
を示す指標

指標名
目　　標 21年度

実績

(2,258 千円)

H23

69系統 69系統
100.0%

事業の目標

　赤字路線のうち広域的・準幹線的路線の補助対象系統
数の維持

[目標設定理由]
　広域的・準幹線的路線の休廃止は、県民生活に多
大な影響を及ぼすことから、高齢者をはじめとする
住民の生活交通手段を確保するため、補助対象系統
数の維持を目標とした。

事務事業評価資料

施策名 生活交通バス対策の推進 所管部局課名 県土整備部県土企画局交通政策課

事業名 バス路線運行維持対策費補助（県単独補助路線） 担当者電話番号 地域交通係　078-362-3885

地域住民の日常生活における公共交通手段として、広域的・準幹線的乗合バス路線の確保
（※広域的・準幹線的路線：①複数市町を運行する路線、②輸送量２人以上50人以下、③運行回数10回以下）

事業目的

事業内容

市町が補助対象とする路線バス事業で経常損失が生じている民間バ
ス事業者を市町と協調して支援する。
①対象者　　　：乗合バス事業者
②対象路線　　：複数市町を運行し、輸送量が２人以上50人以下等の路線
③補助対象経費：経常費用と経常収益の差額
④補助限度　　：経常費用の11/20
⑤負担割合　　：県1/2、市町1/2

事業開始年度 平成７年度

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

区　分 平成21年度決算額 平成22年度当初予算額

従事人員 従事人員
人件費②

総コスト
（①＋②）

平成23年度当初予算額

事業費①
(158,729 千円) (156,883 千円) (154,170 千円)

158,729 千円 156,883 千円 154,170 千円

従事人員

1,672 千円 0.2人 1,641 千円 0.2人

従事人員

1,624 千円 0.2人

155,794 千円 0.2人

従事人員

160,401 千円 0.2人 158,524 千円 0.2人

従事人員



説

明

　住民の生活交通の確保だけでなく、交通サービスの利便性向上のためにコミュニティバスが運行されるな
ど、コミュニティバス事業の多様化が進んでいる。
　そのため、平成23年度より、過疎等により公共交通機関が未整備で、コミュニティバスの運行存続が生活交
通としての住民の足の確保に必要な地域に対しては県支援を維持するが、その他の地域については県支援を見
直す。

ＰＦＩ 負担割合変更 事務改善 その他
実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲 民間委託

廃止 縮小 統合 凍結(休止) 延長 終期設定

・バス利用者に対し、地域の実情に応じた利用料金の負担を求めている。
・100円均一など路線バスの運賃と比較して低廉な運賃で運行しているため、運行収入が
低い市町に対して、適正な受益者負担を求める観点から、みなし収入を設定するなど、負
担の適正化に努めている。

実
施
方
針

方 向 性
新規 拡充 継続 実施手法の見直し

評
価
結
果

必　　要　　性

・路線バス休廃止後の代替交通や交通空白地域等における高齢者等の生活の足としてコ
ミュニティバスの運行の必要性は高い。
・したがって、民間事業者単独では路線の維持が困難な地域において、県民の生活交通の
足の確保の観点から支援を行う必要がある。

有　　効　　性
・利用者の減少等により路線バスが休廃止する中で、市町との協調補助によって、その代
替としてコミュニティバスが運行されており、着実に成果があがっている。

効　　率　　性
・補助制度としては、標準的な収支不足単価を設定し、市町に対して効率的な運行を促す
事業としている。

民間・市町との役割分担

・路線バス休廃止後の代替交通や交通空白地域等における生活の足として、民間事業者単
独では維持が困難な路線に対して、補助を行っている。
・市町や地域が主体となって運行を計画し、市町が運行経費の一部又は全部を負担する路
線を補助対象としており、役割分担は適切に行われている。

受益と負担の適正化

199系統 278系統
69.1% 71.6%

達成率（％）

目標値 年度 H21 H22 H23

22年度
見込み

23年度
目標

補助対象系統数 278系統 －
192系統

事業費①

人件費②
従事人員

(49,909 千円)

1,672 千円 0.2人

(242 千円) (181 千円)
100.0%

(269 千円)

目標の達成度
を示す指標

指標名
目　　標 21年度

実績

　補助対象系統数の維持
[目標設定理由]
　地域の実情にあわせて運行しているコミュニティ
バス路線を維持することにより、県民の移動手段を
確保することができるため。

49,909 千円 50,664 千円 48,804 千円

0.2人51,581 千円

従事人員

事務事業評価資料

施策名 生活交通バス対策の推進 所管部局課名 県土整備部県土企画局交通政策課

地域交通係　078-362-3885

事業目的
路線バス休廃止後の代替交通や交通空白地域における地域住民の移動手段として、コミュニティバス路
線の確保

市町が運行経費の一部として、実質的に負担している額に対して支援
する。
①対象者　　　：市町
②対象路線　　：市町が主体となって作成した運行計画等により運行してい
　　　　　　　　る路線等
③補助対象経費：運行に伴う市町の負担額×0.2
④補助限度　　：標準収支不足単価(181円/km）×実車走行キロ×0.2
　　　　　　　　標準収支不足単価(181円/km）×(市町平均欠損率÷市町別
　　　　　　　　　　欠損率)×実車走行キロ×0.2
　　　　　　　　運行費用とみなし収入(＝標準運賃195円/人×輸送人員)の
　　　　　　　　　　差額×0.2

事業開始年度 平成16年度事業内容

事業名 コミュニティバス運行総合支援事業 担当者電話番号

1,641 千円

(50,664 千円) (48,804 千円)

平成23年度当初予算額

従事人員

0.2人 1,624 千円 0.2人

従事人員従事人員 従事人員

事業の目標

50,428 千円0.2人 52,305 千円 0.2人

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

区　分 平成21年度決算額 平成22年度当初予算額

総コスト
（①＋②）



鉄道の安全性確保・向上 県土整備部県土企画局交通政策課

第三セクター鉄道安全性向上対策助成 計画担当　078-362-3884　（内4538）

継続

事務改善 その他

H18年度からH20年度まで第三セクター鉄道事業者が実施する安全性向上対策に対して助成してきたが、
H21年度から助成上限額を見直したうえで引き続き安全性向上対策に対し支援を行う。
　第三セクター鉄道事業者の経営環境や沿線地域の交通状況の変化も勘案する必要があることから、23
年度までの３年間の事業として継続する。

負担割合変更

統合 凍結(休止) 延長

ＰＦＩ

廃止

拡充

民間委託

縮小 終期設定
実
施
方
針

方 向 性
新規

実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲

説

明

実施手法の見直し

有　　効　　性

・鉄道施設の老朽化が進行する中で、安全性向上のための設備改良等を支援すること
により、鉄道事業者の責任による無事故運行を維持している。
・安全運行の結果、年間総輸送人員を維持している。

効　　率　　性

・年間総輸送人員を維持し、輸送人員１人あたりのコストも低下しており、効率的な
事業執行が行われている。

民間・市町との役割分担

・沿線市等の支援にあわせ、第三セクター鉄道事業者が実施する安全性向上対策に対して
助成している。
・鉄道の運行は事業者の責務で行うことが原則であり、安全運行を維持するため、事業者に
対して更なる経営改善に向けた取り組みを求めているが、採算性等から事業者の収益向上
につながりにくい安全性向上対策に対して支援している。

受益と負担の適正化

H22 H23

(11,641 千円) (11,624 千円)

0件 0件目標の達成度
を示す指標

指標名
目　　標 21年度

実績

０件 -
0件

(11,672 千円)
責任事故件数

年間総輸送人員

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

区　分 平成21年度決算額 平成22年度当初予算額

事業費①

人件費②

10,000 千円 10,000 千円

1,672 千円

平成23年度当初予算額

100%100% 100%

10,000 千円

0.2人

23年度
目標

達成率（％）

②安全性向上による利用者数の維持 [目標設定理由]
安全運行の結果として、利用者が安心して利用できる環
境を提供できるため。

97.5%
2,047千人

97.7% 100%

22年度
見込み目標値 年度 H21

事業の目標

①責任事故を発生させない安全運行の実施 [目標設定理由]
鉄道運行の安全性を確保するため、運行責任による事故
を発生させないことが重要であるため。

0.2人 11,624 千円 0.2人11,672 千円 0.2人 11,641 千円

総コスト
（①＋②）

0.2人 1,641 千円 0.2人 1,624 千円

事業内容

第三セクター鉄道事業者が行う安全性向上対策に要する経費の一部を支援
①対象者：経常損失が生じており、国が採択する鉄道軌道輸送対策事業を活用
している第三セクター鉄道事業者
②対象経費：列車運行上の安全性向上に寄与する設備更新・改良等経費
③補助限度額：10,000千円（H20まで11,000千円）

事業開始年度 平成15年度

事務事業評価資料

施策名 所管部局課名

事業名 担当者電話番号

①第三セクター鉄道事業者の実施する安全性向上対策を支援し、鉄道の保安度の向上を図る。

②経営状況が厳しい事業者を支援し、鉄道利用者の安全輸送を確保する。
事業目的

(10,000 千円) (10,000 千円) (10,000 千円)

従事人員 従事人員 従事人員

従事人員従事人員 従事人員

評
価
結
果

(5.8 千円)

1,995千人 2,000千人

・京阪神と京都府北部・但馬地域を結ぶ広域都市間交通路線として、また、通勤・通
学等の沿線地域の日常生活を支える地域の足として、その運行の安全性を確保する必
要がある。

(5.7 千円)

必　　要　　性

(5.9 千円)

2,047
千人/年

23年度



説

明

高速運転開始にあわせて増便を行い、更なる利便性を向上させることで、ＪＲ姫新線の利用促進と沿
線地域の活性化を図り、今後の適正なダイヤを検討するための社会実験であり、平成23年度までの事
業として実施する。

ＰＦＩ 負担割合変更 事務改善 その他

事務事業評価資料

施策名 鉄道の安全性確保・利便性向上 所管部局課名 県土整備部県土企画局交通政策課

事業名 ＪＲ姫新線増便社会実験 担当者電話番号 078-362-3886

事業目的
①高速化事業にあわせて実施することで、更に利便性を向上させ、
　姫新線の利用促進と沿線地域の活性化を図る。
②将来に向けた利便性向上（ＪＲ負担による恒久的な増便）対策を検討する。

事業内容

「ＪＲ姫新線の輸送改善事業に関する基本協定書」に基づき、平成22年3月～
24年3月の2年間の試験的な増便運行について経費の一部を補助する。
①対象者：鉄道事業者　②対象路線：姫路～上月駅間　③補助対象経費：増
便の直接運行経費　④負担割合：県2/3、市町1/3

事業開始年度 平成21年度

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

区　分 平成21年度決算額 平成22年度当初予算額 平成23年度当初予算額

事業費①
0 0 0

1,818 千円 34,600 千円 33,250 千円

人件費②
従事人員

8,360 千円 1.0人 8,204 千円

従事人員 従事人員

1.0人 8,122 千円 1.0人

総コスト
（①＋②）

従事人員

10,178 千円 1.0人 42,804 千円

従事人員 従事人員

1.0人 41,372 千円 1.0人

事業の目標

①ＪＲ姫新線（播磨高岡～上月間）の年間乗車人員
[目標設定理由]
ＪＲ負担による恒久的な増便検討を協議するためには年
間乗車人員数が必須項目であるため
[目標設定理由]

目標の達成度
を示す指標

指標名
目　　標 21年度

実績目標値 年度

年間乗車人員
(万人／年）

280万人 23年度
238万人

22年度
見込み

23年度
目標

達成率（％）

H21 H22 H23

256万人 280万人
85.0% 91.4%

(17円) (15円)
100%

(4円)

0 0 0

0 0 0

評
価
結
果

必　　要　　性

･ＪＲ姫新線は沿線の生活交通と山陽本線接続による広域交通を担っているが、利
用者は減少傾向である。地域の日常生活を支える地域の足として、その利便性を向
上し、適正な運行本数を確保する必要がある。

有　　効　　性

・平成22年3月から輸送改善事業での地上設備改良および新型車両の導入によっ
て、時間短縮･快適性が向上するため、事業実施の効果が効率的に発現する。
・姫路駅の高架事業の完了による乗継利便性の向上、本竜野、播磨新宮駅など主要
駅の駅整備によるアクセス性の向上が図られ、効果の発現が見込める。

効　　率　　性

・年間乗車人員１万人あたりのコストも低下する見込みであるため、効率的な事業
執行が行われる。

民間・市町との役割分担

・鉄道事業者は増便運行を実施し、市町は各駅での増便による乗降調査や効果の検
証を行い、県は広域的な効果の検証および適正なダイヤへの改善検討を行う。

受益と負担の適正化

・鉄道事業者は、運行経費のうち増便による受益相当(収益）と通常運行において
も必要な維持管理経費を負担している。
・市町は、増便便益を直接享受することから、増便直接運行経費を負担している。
・県は、広域的な社会実験であり便益が他線区（山陽本線、智頭急行など）にも及
ぶため、費用の一部を負担する。

実
施
方
針

方 向 性
新規 拡充 継続 実施手法の見直し

廃止 縮小 統合 凍結(休止) 延長 終期設定

実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲 民間委託



事務事業評価資料

施策名  空港の利用促進・利便性向上 所管部局課名  県土整備部県土企画局空港政策課

事業名  但馬路線運航対策事業 担当者電話番号  利用促進係　078-362-9275

事業目的
①但馬路線の運航維持による但馬地域と都市部を結ぶ高速交通手段の確保
②
③

事業内容
但馬路線の運航で生じた前年度欠損について運航事業者に補
助

事業開始年度  平成７年度

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

区　分 平成21年度決算額 平成22年度当初予算額 平成23年度当初予算額

事業費①
(0 千円) (0 千円) (0 千円)

137,275 千円 132,000 千円 131,000 千円

人件費②
従事人員 従事人員 従事人員

836 千円 0.1人 820 千円 0.1人 812 千円 0.1人

総コスト
（①＋②）

従事人員 従事人員 従事人員

138,111 千円 0.1人 132,820 千円 0.1人 131,812 千円 0.1人

事業の目標

①年間旅客数の安定的な確保 [目標設定理由]　但馬路線の運航を継続するにあた
り、安定的に利用者数を確保する必要があるため

② [目標設定理由]

③ [目標設定理由]

目標の達成度
を示す指標

指標名
目　　標 21年度

実績

年間旅客数 29,000人 －
27,748人

22年度
見込み

23年度
目標

達成率（％）

目標値 年度 H21 H22 H23

100.0%
(0 千円) (0 千円) (0 千円)

28,000人 29,000人
95.7% 96.6%

(0 千円) (0 千円) (0 千円)

(0 千円) (0 千円) (0 千円)

評
価
結
果

必　　要　　性

・大阪まで40分、東京まで2時間で移動できる但馬地域の貴重な高速交通手段で
あり、交流促進、産業活性化など但馬の地域振興に当路線の維持が必要であ
る。
・県による利用率50％以上の欠損相当額補償が運航条件(運航開始時の協議結
果)であるため、路線維持には当補助事業の実施が必要である。

有　　効　　性

・運航事業者が経営改善の一環で国内地方路線の見直しを進めているなかで、
但馬～大阪路線は県及び地元市町による路線のＰＲにより、年間旅客数は開港
以来 高だった平成20年度とほぼ同じ高い水準で推移しており、着実に成果が
あがっている。

効　　率　　性

県・地元市町による路線ＰＲに加え、航空会社においても人件費抑制や運賃値
上げなど運航の効率化を図っており、利用者一人当たりの運航欠損額も低下し
ていることから、効率的な運航が行われている。

民間・市町との役割分担

・県・地元市町共同で路線のＰＲを行っているほか、航空会社は人件費抑制な
どの運航効率化、地元市町は運賃助成･アクセスバス･欠航代替バス運行等の利
用促進策を独自に実施しており、役割分担は適切に行われている。
・利用低迷における、利用率50％未満相当の欠損は県の免責としている。

受益と負担の適正化

・路線利用者は航空会社が設定した運賃を負担している。
・県補助額は運賃値下げのための原資として活用していないことから、適正な
負担となっている。

実
施
方
針

方 向 性
新規 拡充 継続 実施手法の見直し

廃止 縮小 統合 凍結(休止) 延長 終期設定

実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲 民間委託 ＰＦＩ 負担割合変更 事務改善 その他

説

明

・但馬地域における高速交通手段として但馬路線の維持が必要であることから、継続実施する。
・目標利用率65％の安定的維持に向け一層の路線利用促進を図るとともに、航空会社の経営合理化
を促すことにより、補助額(欠損額)の削減に努める。



従事人員

0.1人2,597 千円 6,520 千円

事業の目標

事務事業評価資料

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

事業費①

人件費②

総コスト
（①＋②）

0.1人836 千円

事業目的

820 千円

方 向 性

5,700 千円

H21

（284千円）

従事人員

従事人員 従事人員

[目標設定理由]
　推進地区を指定のうえ、市町・住民等の協働によ
る協議会を設置し、ユニバーサル社会づくりに向け
ハード・ソフト両面からのまちづくりを重点的に実
施するため

ユニバーサル社会づく
り推進地区指定数(H21
までは実践ﾓﾃﾞﾙ地区)

0.1人

平成23年度当初予算額

(3,150 千円)

6,300 千円

従事人員

812 千円 0.1人

担当者電話番号

施策名

事業名

22年度
見込み

平成22年度当初予算額

(5,700 千円)

区　分

0.1人

ユニバーサル社会づくり推進地区の指定拡大

目標の達成度
を示す指標

（137千円）

実
施
方
針

評
価
結
果

説

明

ユニバーサル社会づくりの更なる推進を図るため、協議会活動への助成を継続する。

実施手法の
見直し内容

民間・市町との役割分担

受益と負担の適正化

必　　要　　性

21年度
実績

19地区

目　　標

目標値 年度

25地区 23年度

1,761 千円

ユニバーサル社会づくりは、誰もがいきいきと暮らすための取り組みであり、
特定の受益者負担を求める性格のものではない。

23年度
目標

達成率（％）

H22 H23

25地区

従事人員

21地区

指標名

福祉のまちづくり条例等の施行

ユニバーサル社会づくり推進地区整備事業
（活動費助成）

平成21年度決算額

(1,761 千円)

所管部局課名

事業開始年度 平成18年度

県土整備部まちづくり局都市政策課

都市政策係　078-362-4324

84% 100%

7,112 千円 0.1人

（310千円）

「ひょうごユニバーサル社会づくり総合指針」にもとづくユニバーサル社会づくりの積極
的な推進

有　　効　　性

効　　率　　性

高齢者、障害者等をはじめ、誰もが安心して暮らし、元気に活動できる社会の
実現を図るため、市町・住民等の協働によるハード・ソフト両面からのユニ
バーサル社会づくり活動を支援していく必要がある。

毎年度新たな地区指定を行うとともに、各地区において、住民と行政による協
議会を中心に様々な活動が展開されており、着実に成果があがっている。

１団体あたりの上限額を定めるとともに、経費節減を各団体に働きかけること
により実績単価が低く抑えられており、効率的に実施している。

事業内容

　ユニバーサル社会づくりの推進に向け、ハード・ソフト両面での
まちづくりを重点的に実施する地域を「ユニバーサル社会づくり推
進地区」として地区指定するとともに支援を行い、全市町での展開
をめざす。
　推進地区内の事業展開の中心となる協議会活動の質的な充実や、
次の活動へつなげる検証等を行う活動費を市町に対して助成
補助基本額：600千円
負担割合：市町1/2、県1/2
助成期間：5年間(優れた活動実績のある場合には､助成期間を延長)

76%

地域の実情に応じた取り組みとして、市町と地元・民間団体の協働による協議
会形式で事業実施を行うとともに、県・市町双方で経費負担を行っており、適
切な役割分担を行っている。

新規 拡充

事務改善

継続 実施手法の見直し

その他ＰＦＩ

延長 終期設定

民間移譲

廃止 縮小 統合

民間委託市町移譲

凍結(休止)

負担割合変更



乗降客数3千人以上5
千人未満/日の駅のバ
リアフリー化済数

乗合バスのノンス
テップバス台数
（民営部門）

406台

指標名

事業の目標

従事人員

0.8人684,590 千円

②乗合バスのノンステップバス化促進

69,354 千円

事務事業評価資料

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

事業費①

人件費②

総コスト
（①＋②）

0.8人6,688 千円

事業目的

施策名

事業名

(1,081 千円)

従事人員

従事人員 従事人員

①鉄道駅舎のバリアフリー化促進

39駅 32年度
目標の達成度
を示す指標

(1,466 千円)

0.8人

平成23年度当初予算額

(60,458 千円)

60,458 千円

従事人員

450台

[目標設定理由]
　公共交通機関の利用の利便性・安全性を確保するため、国基本
方針に基づく対象駅の完全バリアフリー化を目指す必要があるた
め
[目標設定理由]
　高齢者、障害者、乳幼児連れの人などあらゆる人の移動の利便
性を確保するため、ノンステップバスの普及率を向上させる必要
があるため

424台

目標値 年度

510台 25年度
(1,047 千円)

－

16駅

21年度
実績

15駅

平成22年度当初予算額区　分

6,563 千円 0.8人

677,902 千円 62,791 千円

実
施
方
針

評
価
結
果

説

明

　国の移動円滑化基本方針に基づき、鉄道駅舎のエレベーター等設置補助及びノンステップバス等の購入補
助を継続する。

実施手法の
見直し内容

民間・市町との役割分担

受益と負担の適正化

必　　要　　性

方 向 性

有　　効　　性

23年度
目標

(23,333 千円)

18駅

(14,778 千円)

22年度
見込み

従事人員

公共交通バリアフリー化の推進

公共交通バリアフリー化促進事業

平成21年度決算額

(250,431 千円)

公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を図り、誰もが安心して暮らせる環境を実現する。

(62,791 千円)

所管部局課名

担当者電話番号

県土整備部まちづくり局都市政策課

福祉のまちづくり係　078-362-4298

H22

88.2%83.1%79.6%

38.5% 41.0% 46.2%

H23H21

効　　率　　性

・高齢者や障害者の社会参加を積極的に促すためには、移動の自由が確保保障されるこ
と、とりわけその拠点となる公共交通機関の早急なバリアフリー化が必要である。
・ノンステップバスやリフト付きバス車両と一般バス車両には大きな価格差があり、導
入促進のためには、財政的支援が必要である。

・鉄道事業者も駅舎のバリアフリー化のため改修工事を進めており、着実に成果があ
がっている。
・ノンステップバスの普及率を向上させるために、バス事業者もノンステップバスの導
入を進めており、成果が上がっている。

・改修工事の内容により１駅当たりの改修単価は異なるが、エレベーター設置基数等に
応じて補助限度額を設定しており、効率的な執行が行われている。
・ノンステップバスの１台あたり助成単価は上昇しているが、補助限度額を設定してお
り、効率的な執行が行われている。

・事業者の事業に対し、国、県、市町が応分の負担により補助をしていることから、役
割分担は適正に行われている。
・民間事業者の整備計画は、経営動向に左右されざるを得ないが、厳しい経営環境の
中、当該補助を活用し、バリアフリー化に努めている。

新規 拡充 継続 実施手法の見直し

事業者にも負担を求めるとともに、公共交通機関として利用者が不特定多数に及ぶこと
から国・県・市町が一定の負担を行っており、負担の適正化が図られている。

市町移譲 民間移譲

廃止 縮小

その他民間委託 ＰＦＩ

延長 終期設定統合 凍結(休止)

負担割合変更 事務改善

目　　標

6,498 千円 0.8人

達成率（％）

66,956 千円 0.8人

平成11年度

（平成5～10
年度は地域福
祉基金による
補助）

事業内容

(1)鉄道駅舎エレベーター等設置補助
①補助対象者：民間鉄道事業者
②補助対象施設：エレベーター、エスカレーター、スロープ、階段昇降機
③補助対象工事：上記設置工事及びその関連工事（障害者対応トイレ、情報提供機器等）
④負担割合：国1/3、県1/6、市町1/6、事業者1/3

(2)ノンステップバス等購入補助
①補助対象者：民間バス事業者
②補助対象：ノンステップバス、リフト付きバス
③補助基本額：ノンステップバス･･･25,000千円／台

事業開始年度



事業目的

目　　標

4,873 千円 0.6人

事業内容

(1)一般型
①対象者：高齢者(60歳以上)、又は身体障害者のいる世帯など
②補助要件：３箇所以上の改造（必須工事の実施を含む）
③助成対象工事費限度額：1,000千円／世帯
(2)特別型
①対象者：要介護（支援）認定を受けた被保険者のいる世帯、又は身体障害者のいる世帯
②補助要件：住まいの改良相談員等の承認
③助成対象工事費限度額：介護保険制度等の他制度住宅改修費とあわせ1,000千円／世帯
(3)増改築型
①対象世帯：(1)、(2)の対象世帯又はその者と同居しようとする世帯
②補助要件：(1)､(2)に同じ
③助成対象工事費限度額：1,500千円／世帯

事業開始年度

その他民間委託 ＰＦＩ

延長 終期設定統合 凍結(休止)

負担割合変更 事務改善市町移譲 民間移譲

廃止 縮小

・バリアフリー改造を実施する県民に対し、身近な窓口である市町が助成を行い、市町に
対し県が支援している。
・所得に応じた負担区分により、住宅のバリアフリー化を促進していることから、役割分
担は適正に行われている。

新規 拡充 継続 実施手法の見直し

必　　要　　性

有　　効　　性

効　　率　　性

・高齢者等が自宅で長く自立して生活し、また介護者の負担を軽減するためにも、バリア
フリー化住宅改造を進めることは社会的な要請である。
・その改造に要する費用の一部を支援することにより、長寿社会に対応した人にやさしい
住まいづくりを推進する必要がある。

・住宅のバリアフリー化を計画的に進めることで、高齢者等が長く自立して生活でき、介
護の負担の軽減に資する。
・補助件数が増加傾向にあり、着実に成果が上がっている。

・改修工事内容の多様化等により、１件あたり単価は増加しているが、改造箇所ごとに限
度額を設定することによりコストを抑制し、効率的に実施している。

0.6人

高齢者等対応の住宅ストックを充実し、長寿社会に対応した人にやさしい住まいづくりを推進する。

平成７年度

目標値 年度 H23

20.6% 42.1% 60.0%

[目標設定理由]
　長寿社会に対応した人にやさしい住まいづくりを行うために
は、高齢者等対応住宅ストックを充実させる必要があるため

（134千円）

6,000件4,205件

23年度
目標

達成率（％）

H22

バリアフリー住宅ストックの整備推進

人生80年いきいき住宅改造助成費

平成21年度決算額

(266,793 千円)

所管部局課名

担当者電話番号

県土整備部まちづくり局都市政策課
健康福祉部社会福祉局高齢社会課
福祉のまちづくり係　078-362-4298
高年保健福祉係　　078-362-3188

実
施
方
針

評
価
結
果

説

明

　本格的な高齢化社会の到来により、高齢者等にやさしく、また、介護者負担が軽減されるバリアフリー化住
宅改造を進めることは社会的な要請であり、 終目標の10,000戸の実現に向けて継続して実施する。

実施手法の
見直し内容

民間・市町との役割分担

・県民、市町、県のそれぞれが応分の負担をして住宅のバリアフリー化を促進することに
より、高齢者対応住宅のストックの充実を図っている。
・また対象者には所得に応じた負担を求めており、受益と負担の適正化を図っている。受益と負担の適正化

区　分

4,922 千円 0.6人

住宅のバリアフリー化の推進

281,787 千円

0.6人

平成23年度当初予算額

(280,150 千円)

298,000 千円

従事人員

平成22年度当初予算額

(258,825 千円)

従事人員

302,873 千円

方 向 性

275,700 千円

H21

（149千円）

従事人員

従事人員 従事人員

22年度
見込み

目標の達成度
を示す指標

事務事業評価資料

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

事業費①

人件費②

総コスト
（①＋②）

0.6人5,016 千円

施策名

事業名

従事人員

0.6人286,803 千円 280,622 千円

事業の目標

（137千円）

21年度
実績

2,062件人生80年いきいき住宅
助成事業補助件数

（21年度からの累計）

指標名

10,000 件 25年度



従事人員

0.1人1,336 千円 7,154 千円

事業の目標

事務事業評価資料

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

事業費①

人件費②

総コスト
（①＋②）

0.1人836 千円

事業目的

820 千円

方 向 性

6,334 千円

H21

（15千円）

従事人員

従事人員 従事人員

[目標設定理由]
　都市と農産漁村の交流人口を増やすことにより、
都市住民の田舎暮らし志向の高まりへの対応と、農
山漁村の地域活性化のマッチングを図っていくこと
が必要であるため

都市と農山漁村の交
流イベントによる多
自然交流人数
(21年度からの累計)

0.1人

平成23年度当初予算額

(8,417 千円)

16,834 千円

従事人員

812 千円 0.1人

県土整備部まちづくり局都市政策課施策名

事業名

22年度
見込み

平成22年度当初予算額

(3,317 千円)

区　分

0.1人

都市と農山漁村の交流人数の増加

目標の達成度
を示す指標

（0.5千円）

実
施
方
針

評
価
結
果

説

明

多自然居住のまちづくりの更なる推進を図るため、継続実施する。

実施手法の
見直し内容

民間・市町との役割分担

受益と負担の適正化

必　　要　　性

21年度
実績

2,800人

目　　標

目標値 年度

10,000人 25年度

500 千円

・多自然地域での交流拠点施設整備では、受益が生じる所在市町にも経費負担を
求めており、負担の適正化を図っている。
・都市部での情報発信拠点整備においては、不特定多数の市町情報を発信するこ
とから県と事業者のみの費用負担としている。

23年度
目標

達成率（％）

H22 H23

6,000人

従事人員

4,800人

指標名

多自然居住の推進

多自然居住交流拠点整備支援事業

平成21年度決算額

(275 千円)

①都市住民のふるさと志向に応えながら多自然居住のまちづくりによる地域の活性化を図る

②都市部において都市住民に対し常設的に多自然地域の情報を提供する場を確保し、都市農
村交流や定住推進を図る

所管部局課名

担当者電話番号

事業開始年度 平成17年度

都市政策係　078-362-4324

28% 48% 60%

17,646 千円 0.1人

（4千円）

有　　効　　性

効　　率　　性

団塊世代の大量退職などを背景に都市住民の田舎暮らし志向が高まっている。一
方、多自然地域では少子高齢化の急速な進展等により地域の活力が大きく減少し
ており、多自然居住や都市農村交流の更なる推進により地域の活性化を図ってい
く必要がある。

当補助により整備した交流拠点施設での交流イベントの開催など、各整備施設の
活用による都市農村交流が進んでおり、着実に成果があがっている。

補助金の交付にあたっては整備費に関して１件あたりの上限額を設定しており、
効率的に実施している。

事業者の事業に対し、県・市町が応分の負担で補助しており、役割分担は適正に
行われている。

新規 拡充

凍結(休止)

負担割合変更 事務改善

継続 実施手法の見直し

その他ＰＦＩ

延長 終期設定

民間移譲

廃止 縮小 統合

民間委託市町移譲

事業内容

①多自然地域での空き家等を活用した都市農村交流拠点施設整備へ
の補助
　5,000千円×県1/3（市町1/3、団体1/3）

②都市部での空き家・空き店舗等を活用した情報発信拠点施設整備
への補助
　4,500千円×県1/3(団体2/3）



23年度

23年度482件

[目標設定理由]
都市部の緑の創出を推進するため、同事業により民間の緑化活動
を支援していく必要があるため。

[目標設定理由]
都市部の環境改善を図るため、校庭・園庭、駐車場の芝生化を推
進していく必要があるため。

県民まちなみ緑化事
業の補助件数（累
計）

(3,204 千円)

482件
県民まちなみ緑化事業によ
る校園庭芝生化及び駐車場
芝生化の補助件数（累計）

(2,724 千円)

従事人員

6.0人599,375 千円 609,224 千円

事業の目標

事務事業評価資料

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

事業費①

人件費②

総コスト
（①＋②）

6.0人50,160 千円

事業目的

49,224 千円

方 向 性

560,000 千円

H21

(3,504 千円)

(3,476 千円)

従事人員

従事人員 従事人員

(3,840 千円)

6.0人

平成23年度当初予算額

(0 千円)

533,000 千円

従事人員

施策名

事業名

22年度
見込み

平成22年度当初予算額

(0 千円)

区　分

6.0人

①緑化活動の支援

②校庭・園庭,駐車場の芝生化の推進

目標の達成度
を示す指標

実
施
方
針

評
価
結
果

説

明

県民緑税を活用した事業として使途を特定して実施しているものであり、県民の参画と協働によっ
て都市部の環境の改善や防災性の向上等を一層進める必要があることから、県民緑税の課税期間の
延長を受け、本事業についても継続実施していく。
なお、事業延長にあたり補助対象を原則緑化資材費のみとすることとした。

実施手法の
見直し内容

民間・市町との役割分担

受益と負担の適正化

必　　要　　性

752件

目　　標

目標値 年度

1,109件
(3,190 千円)

549,215 千円

・当事業では主に都市地域を対象としているが、同じ県民税均等割の超過課税対象事業
として、森林地域では災害に強い森づくりを進めており、県民に対して広く負担を求め
ることが適切である。
・事業延長にあたり補助対象を原則緑化資材費のみとすることとした。

23年度
目標

達成率（％）

H22 H23

1,109件

310件 412件

943件

県民まちなみ緑化事業の推進

県民まちなみ緑化事業

平成21年度決算額

(0 千円)

所管部局課名

担当者電話番号

指標名
21年度
実績

県土整備部まちづくり局都市政策課

緑化政策係　078-362-3563

従事人員

事業開始年度 平成18年度

都市部における環境の改善、防災性の向上

581,732 千円 6.0人

48,732 千円 6.0人

67.8% 85.0% 100.0%

100.0%85.5%64.3%

有　　効　　性

効　　率　　性

・緑化を推進することで、都市部の環境の改善や防災性の向上等を図っていく必要があ
る。
・県民緑税条例に基づき、県民が行う緑化活動を支援するための事業として実施してい
る。

・県民の参画と協働により展開するこの取組により、緑化可能な土地が限られた都市部
における補助が着実に進捗しており、成果があがっている。
・都市部の環境改善に向けた校園庭芝生化及び駐車場芝生化の補助も着実に進捗してお
り、成果があがっている。

・補助件数１件あたりの上限額を定めるとともに、芝生化等での面積あたりの上限額も
定め、コストを抑制し、効率的に実施している。

・市町が緑化計画を策定し、その計画に基づき、県民運動として実施される緑化活動に
対して、県は植樹や芝生化等に係る緑化資材費などの支援を行っていることから、役割
分担は適切に行われている。

新規 拡充

凍結(休止)

負担割合変更 事務改善

継続 実施手法の見直し

その他ＰＦＩ

延長 終期設定

民間移譲

廃止 縮小 統合

民間委託市町移譲

事業内容

県民緑税を活用して、住民団体等が緑化活動を行うことにより、都市地域
の環境改善・防災性向上を図る。
①対象地域：市街化区域、用途地域、まちの区域など
②対象者：住民団体、個人、法人
③補助対象経費：植樹や芝生化等の緑化活動に係る緑化資材費等
④補助率：実費相当額



事業内容

公共事業の実施により減少させた森林面積に応じて、緑を回復する費用
を緑化基金へ積立て
①積立額：直近５年間の減少面積の年平均に対応する額を積立
②積立単価：500円／㎡

昭和62年度

廃止 縮小 統合

民間委託市町移譲 事務改善

継続 実施手法の見直し

その他ＰＦＩ

延長 終期設定凍結(休止)

負担割合変更民間移譲

効　　率　　性

・県が公共事業等によって減少させた緑の機能を回復させるための費用として緑化基金
に拠出している。
・県下の花・緑活動団体の緑化活動を支援する事業の財源として活用しており、公共事
業等により減少した緑の保全と創出を図るために必要である。

・緑化基金を財源として、県民の参画と協働による持続型の花緑活動を継続して支援す
ることにより、着実に成果があがっている。

・緑化基金を財源とし、団体によるローコストで持続性のある花・緑活動が行われるよ
う事業を実施している。
・持続型の花・緑活動への転換が図られていることから、効率的に事業が実施されてい
る。

32.6% 60.5% 100.0%

有　　効　　性

1302団体

必　　要　　性

目標の達成度
を示す指標

(100 千円)

指標名
21年度
実績

1,624 千円 0.2人

従事人員

従事人員 従事人員 従事人員

2,152団体

所管部局課名

担当者電話番号

県土整備部まちづくり局都市政策課

緑化政策係　078-362-3563

緑化基金事業の推進

緑化基金助成費

平成21年度決算額

(68,850 千円)

公共事業等によって減少させた緑を回復し、緑の保全と創出を図る。

　県が公共事業等によって減少させた緑の量に応じた負担額となっており、県民の参画と協働によって緑の
保全・創出を図るものであるため、継続する。

実施手法の
見直し内容

民間・市町との役割分担

受益と負担の適正化

・公共事業等により減少させた緑資源の回復を図るため、広く県土の緑化推進事業の財
源として活用されており、特定の受益者負担を求める性格のものではない。

・開発に伴う森林面積の減少に応じた負担として、公共事業等による減少面積分を拠出
するとともに、民間開発分は別途民間事業者から緑化基金への協力金として徴収してお
り、適切な役割分担となっている。

新規 拡充

施策名

事業名

22年度
見込み

平成22年度当初予算額

(60,400 千円)

区　分

0.2人

県下の花緑活動の着実な推進

68,850 千円

23年度
目標

平成23年度当初予算額

(82,900 千円)

82,900 千円

事業開始年度

60,400 千円

H21

達成率（％）

H22 H23

目　　標

目標値 年度

従事人員

0.2人

(103 千円)

2152団体

62,041 千円

23年度

[目標設定理由]
緑の保全と創出を図るためには、県民の参画と協働
による花緑活動を推進していく必要があるため。

702団体

84,524 千円 0.2人

事務事業評価資料

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

事業費①

人件費②

総コスト
（①＋②）

0.2人1,672 千円

事業目的

1,641 千円

事業の目標

従事人員

0.2人70,522 千円

緑化資材を提供した団
体数（21年度からの累
計）

方 向 性

実
施
方
針

評
価
結
果

(99 千円)

説

明



(834 千円)

21年度
実績

100%基準地価格活用率
土地取引等に活用され
た地点数÷調査地点数

指標名

100% －

83,136 千円

事業の目標

従事人員

1.7人83,401 千円

事務事業評価資料

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

事業費①

人件費②

総コスト
（①＋②）

1.7人14,212 千円

施策名

事業名

方 向 性

69,189 千円

H21

(813 千円)

従事人員

従事人員 従事人員

1.7人

平成23年度当初予算額

(67,510 千円)

67,510 千円

従事人員

22年度
見込み

平成22年度当初予算額

(69,189 千円)

区　分

13,947 千円 1.7人

調査結果を活用した適正な土地取引の推進

目標の達成度
を示す指標

実
施
方
針

評
価
結
果

説

明

国土利用計画法施行令に基づき、全都道府県が全国統一的に実施している調査であり、現行制度により、継
続する。

実施手法の
見直し内容

民間・市町との役割分担

受益と負担の適正化

必　　要　　性

69,189 千円

・全県民あるいは国民等が調査結果を活用するものであり、特定の受益者のために調査
を実施するものではないため、受益者負担原則にはなじまないものである。

23年度
目標

達成率（％）

H22 H23

100%100%

中心市街地活性化の推進

地価調査費

平成21年度決算額

(69,189 千円)

②一般の土地取引価格に指標を与えるなど適正な地価の形成に寄与する。

所管部局課名

担当者電話番号

県土整備部まちづくり局都市政策課

企画調査係　078-362-9297

従事人員

100.0% 100.0% 100.0%

[目標設定理由]
　適正な地価形成を図るためには、用地買収、土地取引等の参
考となる基準地価格の提供を行う必要があるため

(831 千円)

81,317 千円 1.7人

①国土利用計画法に基づく土地取引規制を適正に実施するために必要な地価の把握を行う。

昭和50年度

目標値 年度

有　　効　　性

効　　率　　性

・国土利用計画法施行令第９条において、都道府県知事は毎年１回地価調査を実施する
ことが定められている。
・地価調査は、国土利用計画法における土地価格算定の規準、公共事業用地取得の際の
価格算定規準、固定資産税評価の基準、一般の土地取引価格の指標等となるものであ
り、国の実施する地価公示とともに、全国的な土地価格の指標として必要不可欠なもの
である。

・国土利用計画法における土地価格算定の規準、公共事業用地取得の際の価格算定規
準、固定資産税評価の基準、一般の土地取引価格の指標等として、毎年度の調査地点数
全てが有効に活用されている。

・平成23年度に調査地点数の見直しを行うなど、効率的に事業執行している。

・調査地点の選定等については、各市町と調整を図りながら実施している。

新規 拡充 継続 実施手法の見直し

市町移譲 民間移譲

廃止 縮小

その他民間委託 ＰＦＩ

延長 終期設定統合 凍結(休止)

負担割合変更 事務改善

事業目的

目　　標

13,807 千円 1.7人

事業内容

国土利用計画法施行令第９条に基づく地価調査事業
①価格判定基準日：７月１日
②調査地点数：920地点
③調査単価：70千円／地点
④委託先：(社)兵庫県不動産鑑定士協会

事業開始年度



説

明

　県耐震改修促進計画に掲げた平成27年の住宅耐震化率97％とする目標を達成するため、平成27年度
まで継続実施する。

ＰＦＩ 負担割合変更 事務改善 その他
実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲 民間委託

廃止 縮小 統合 凍結(休止) 延長 終期設定

・計画策定費補助については、国、県、所有者での均等負担とし、各々1/3負担と
する。
・工事費補助については、財産の形成に資する側面もあるため、国、県併せて1/4
補助とし、所有者負担を3/4とする。

実
施
方
針

方 向 性
新規 拡充 継続 実施手法の見直し

評
価
結
果

必　　要　　性

・阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、また、発生が危惧される東南海・南海地震
に備えるため、住宅所有者が実施する耐震改修工事を促進する必要がある。

有　　効　　性

・住宅の耐震改修工事を促進することは、県民の生命を守り、財産を保全する上
で有効であり、実施戸数は着実に伸びている。
・平成22年度補正予算で30万円/戸を加算する定額補助制度（平成22年度限り）の
創設により申請者負担の軽減を図ると共に、耐震改修工事の件数増により耐震化
率の向上を図っている。

効　　率　　性
・補助金に上限額を設定することによりコストを抑制し、効率的に実施してい
る。

民間・市町との役割分担

・阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、全県的に同一水準の補助で耐震化事業を展
開するため、県が事業を実施する。
・現在10市で上乗せ補助を実施しているが、今後引き続き全市町に上乗せ補助を
働きかける。

受益と負担の適正化

100.0
(581 千円) (355 千円) (576 千円)

1,115戸 500戸
93.8 223.0

目標の達成度
を示す指標

指標名
目　　標 21年度

実績目標値 年度

耐震改修工事費
補助実施戸数

(( )内計画策定費補助を含む）

500戸/年 27年度
469戸

事業の目標
①耐震改修工事費補助を、27年度まで毎年500戸実施す
る。

[目標設定理由]
　平成27年に県下の住宅の目標耐震化率97%を達成す
るため、耐震改修工事を促進する必要がある。

2.0人 2.0人396,598 千円

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

区　分

事業費①
256,217 千円 380,190 千円 272,171 千円

人件費②

総コスト
（①＋②）

事務事業評価資料

施策名 建築物耐震化の推進 所管部局課名 県土整備部住宅建築局建築指導課

事業名 わが家の耐震改修促進事業 担当者電話番号 防災耐震係　078-362-4340

①現在の耐震基準に満たない住宅の耐震性能の向上を図り、地震災害に対し住民等の安全を確保する

②わが家の耐震改修促進事業により、住宅の耐震改修工事を促進し、危険住宅を減少させる
事業目的

平成23年度当初予算額

　民間住宅の耐震改修の計画策定及び工事に要する費用の一部を補助する。
(1)計画策定費補助
　①対象者：住宅の所有者であり、県住宅再建共済制度に加入している者
　②対象住宅：S56.5月以前着工住宅で診断結果により耐震性が低いと認められたもの
　③補助金額：1/2以内かつ上限戸建200千円、共同120千円/戸
(2)工事費補助
　①対象者：所得が12,000千円以下の県民。その他（１）と同様
　②対象住宅：（１）と同様
　③補助金額：1/4以内かつ上限戸建600千円、共同200千円/戸
(3)工事費補助への加算
　①対象者：（2）と同様
　②対象住宅：（2）と同様
　③補助金額：1/4以内かつ上限戸建200千円、共同200千円/戸
(4)工事費補助への定額加算（22年度限り）
　①対象者：（2）と同様
　②対象住宅：（2）と同様
　③補助金額：対象工事費から県、市からの補助金を除いた額を定額補助。上限300千円。

事業開始年度 平成15年度

(121,887 千円) (145,495 千円)

事業内容

平成21年度決算額 平成22年度当初予算額

従事人員 従事人員

(136,086 千円)

従事人員

2.0人16,720 千円 2.0人 16,408 千円

288,415 千円

従事人員 従事人員

272,937 千円

22年度
見込み

23年度
目標

2.0人 16,244 千円

達成率（％）

H21 H22 H23

2.0人

従事人員



施策名

事業名

5,599 千円

従事人員 従事人員

抽出調査
 ①対象区域：県が宅地造成等規制法上の権限を有する31市町
 ②内    容：○盛土マップの作成
               （航空写真等（造成前、造成後）の比較による）
 ③負担割合：国1/3、県2/3

従事人員

0.5人

事務事業評価資料

人件費②

6,107 千円

事業開始年度

事業費①

事業目的

事業内容

従事人員

4,180 千円

平成２０年度

平成23年度当初予算額

従事人員

目標の達成度
を示す指標

指標名

宅地耐震化の推進

宅地耐震化推進事業（大規模盛土造成地抽出調査）

6,464 千円

地震時における宅地被害を防止するため、被害が発生すると予想される大規模盛土造成地の抽出調査を実施する等により、宅地耐震化を推進する。

所管部局課名

担当者電話番号

県土整備部まちづくり局都市計画課

審査係  078-362-3646

事業の目標

県内すべての市町（政令市、中核市、特例市及び事務処
理市を除く）で大規模盛土造成地の抽出調査を実施し、
マップを作成する。

[目標設定理由]
宅地耐震化のためには、すべての市町域（政令市、
中核市、特例市及び事務処理市を除く）において、
危険な大規模盛土造成地を把握する必要がある。

0.5人

総コスト
（①＋②） 0.5人10,644 千円

従事人員

・地元情報に明るい市町の協力を得ながら事業を進めている。

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

区　分 平成21年度決算額 平成22年度当初予算額
(4,364 千円) (3,799 千円) (4,207 千円)

10,168 千円

4,102 千円 0.5人

達成率（％）

0.5人

4,061 千円 0.5人

9,701 千円

H23

目　　標
21年度
実績

22年度
見込み

23年度
目標目標値 年度 H21 H22

調査市町数 31市町 23年度

11市町

100.0%

(1,182 千円) (970 千円) (1,016 千円)

21市町 31市町

35.4% 67.7%

評
価
結
果

必　　要　　性

・発生が予測される東南海地震等に備え、県民の安全安心を確保するため早期に宅地の
耐震化を図る必要がある。
・すべての市町（政令市、中核市、特例市及び事務処理市を除く）で、学識経験者の知
見を得て、専門的・技術的に宅地の安全性を判断するための基礎資料が必要である。

有　　効　　性

・調査によって抽出された大規模盛土造成地の情報は、効率的な宅地パトロールや被災
時に危険度判定を優先的に実施するべき宅地情報として活用するなど、行政機関の宅地
防災情報として有効に活用される。

効　　率　　性

・既存の地図データ等の活用、将来の円滑な安全確認調査実施のため宅地耐震化技術検
討委員会への参加など地域情報に明るい調査対象市町の協力を求めて、効率的な執行を
図っている。

受益と負担の適正化

民間・市町との役割分担

実施手法の見直し

実
施
方
針

方 向 性
新規

実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲

拡充

民間委託

廃止 縮小 統合 凍結(休止) 延長 終期設定

継続

その他

説

明

政令市、中核市、特例市及び事務処理市とも連携し、全市町で宅地の安全性を確認するよう率先し
て事業推進するとともに、抽出された造成地について統一された基準をもって安全性を判断するた
め、調査を継続実施する。

ＰＦＩ 負担割合変更 事務改善



その他

説

明

県耐震改修促進計画に掲げた平成27年の多数利用建築物耐震化率92％とする目標を達成するため、前
期５カ年で耐震診断を実施し、後期５カ年で実施することとし平成23年度まで事業を実施する。

民間委託 ＰＦＩ 負担割合変更 事務改善

実施手法の見直し

廃止 縮小 統合 凍結(休止) 延長 終期設定

拡充 継続

実
施
方
針

方 向 性
新規

実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲

・補助金に上限額を設定することによりコストを抑制し、効率的に実施している。

目標の達成度
を示す指標

耐震診断棟数 12.5% 100%

21年度
実績

(318 千円) (2,164 千円) (270 千円)

11棟
27.5%

22年度
見込み

12市町 24市町
45.8%

達成率（％）

H23

-
50.0% 100%

40棟 23年度
5棟 40棟

事業の目標
②耐震診断を、23年度まで毎年40棟実施する。

①制度創設市町を、23年度までに24市町とする。

[目標設定理由]
　平成27年に県下の多数利用建築物の目標耐震化率
92％を達成するため、耐震改修工事の前提となる耐震
診断を促進し、建築物所有者の防災意識を高める必要
がある。

[目標設定理由]
　平成27年に県下の多数利用建築物の目標耐震化率
92％を達成するため、耐震改修工事の前提となる耐震
診断を助成する市町数を増やす必要がある。

0.1人

H21 H22

10,812 千円

23年度
目標

0.1人

-

11市町

年度

24市町 23年度

従事人員

836 千円 0.1人

-

3,503 千円 0.1人

目　　標
指標名

目標値

制度創設市町

10,000 千円 10,000 千円

812 千円

(10,000 千円)

従事人員

評
価
結
果

必　　要　　性

・阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、また、発生が危惧される東南海・南海地震に備える
ため、建築物の所有者の耐震改修工事への動機付けとして、市町が実施する耐震診断助成
事業に要する費用の一部を支援する必要がある。

有　　効　　性

・建築物所有者としての自主性を高めるため、事業者に１/３負担を求め、残りを国、県、
市町で負担する。受益と負担の適正化

民間・市町との役割分担

・市町は災害時に、地域住民の避難場所や救護拠点を確保する必要があることから、現在
12市町では事業を実施しているが、対象施設がある24市町に事業の実施を働きかけると共
に民間には一定の受益者負担を求めている。

・東南海・南海地震等の大地震が切迫する状況の中、特に避難所となる学校や、災害弱者
が入所している病院・福祉施設の耐震化を促進することは、減災の観点から有効である。
制度実施市町数は増加している。

効　　率　　性

従事人員 従事人員

820 千円 0.1人 0.1人

(2,667 千円) (10,000 千円)

平成23年度当初予算額

2,667 千円

従事人員 従事人員

10,820 千円

担当者電話番号

事業目的

平成21年度決算額 平成22年度当初予算額事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

区　分

事業費①

人件費②

総コスト
（①＋②）

防災耐震係　078-362-4340

事業内容

災害時の拠点となる施設の耐震化を促進するため、民間の学校・病院・福祉施設の耐
震診断に要する費用の一部を補助する。
①事業主体：市町
②対象建築物：S56.5月以前に着工された民間の学校（大学、専門学校を除く）、病
院、福祉施設で、３階以上かつ1,000㎡以上のもの
③補助金額：2/3以内かつ1,000千円／棟（国1/2、県1/4、市町1/4の割合で負担）

①災害時に拠点となる学校・病院等の施設の防災性能の向上を図り、県民の災害時の安全を確保する。

②施設所有者の防災意識を向上させ、民間建築物の耐震化を促進する。

事業名 耐震化促進施設助成

事業開始年度 平成19年度

事務事業評価資料

施策名 建築物耐震化の推進 所管部局課名 県土整備部住宅建築局建築指導課



説

明

　県耐震改修促進計画に掲げた平成27年の住宅耐震化率97％とする目標を達成するため、平成27年
度まで継続実施する。

実
施
方
針

ＰＦＩ 負担割合変更 事務改善 その他
実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲 民間委託

廃止 縮小 統合 凍結(休止) 延長 終期設定

継続 実施手法の見直し
方 向 性

新規 拡充

48.8% 100%
(3 千円) (15 千円) (7 千円)

23年度
目標

達成率（％）

H23

簡易耐震診断実施戸数5,500戸/年 27年度
4,625戸 2,686戸 5,500戸

84.1%

41,186 千円 0.5人

事業の目標

簡易耐震診断を、27年度まで毎年5,500戸実施する。 [目標設定理由]
　平成27年に県下の住宅の目標耐震化率97%を達成
するため、耐震改修工事の前提となる耐震診断を促
進し、県民の防災意識を高める必要がある。

16,383 千円 0.5人 41,227 千円 0.5人

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

平成23年度当初予算額

市町が耐震診断員を派遣して、住宅の耐震性を評価し所有者に提示することにより、耐震化
への動機付けを行う。
　①事業主体：市町
　②対象住宅：S56.5月以前着工住宅
　③診断費用：戸建30千円～60千円、長屋・共同住宅60千円～300千円
　④負担割合：住宅所有者１割、残る９割を国1/2、県1/4、市町1/4の割合で負担

事業開始年度 平成17年度

37,125 千円

人件費②

総コスト
（①＋②）

事業内容

従事人員 従事人員 従事人員

事務事業評価資料

施策名 建築物耐震化の推進 所管部局課名 県土整備部住宅建築局建築指導課

事業名 簡易耐震診断推進事業 担当者電話番号 防災耐震係　078-362-4340

①現在の耐震基準に満たない住宅の耐震性能の向上を図り、地震災害に対し住民等の安全を確保する

②県民の防災意識を高め、対象住宅の耐震改修工事を促進するため、その前提となる耐震診断を促進する。
事業目的

(37,125 千円)

区　分

事業費①
12,203 千円 37,125 千円

平成21年度決算額 平成22年度当初予算額

4,102 千円 0.5人

(12,203 千円) (37,125 千円)

4,061 千円 0.5人

従事人員 従事人員 従事人員

4,180 千円 0.5人

・自らが居住する住宅の耐震性を把握し、また、耐震改修工事の動機付けとすることは、県民
の生命を守り、財産を保全する上で有効である。

目標の達成度
を示す指標

指標名
目　　標 22年度

見込み目標値 年度 H21 H22

21年度
実績

効　　率　　性

・普及啓発の一環として市町が自主事業として行っているが、住宅所有者としての自主性を高
めるため、補助金額を定額としたうえで申込者に１割の負担を求め、コストを抑制し、効率的
に実施している。

評
価
結
果

民間・市町との役割分担

・簡易耐震診断を推進するためには、住宅所有者へのきめ細かな呼びかけ等地域に根ざした取
組みが必要であることから、市町が事業を実施する。

受益と負担の適正化

・住宅所有者としての自主性を高めるため、申込者に１割の負担を求め、残る９割を国、県、
市町で負担する。

必　　要　　性

・阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、また、発生が危惧される東南海・南海地震に備えるた
め、住宅所有者の耐震改修工事への動機付けとして、市町が実施する簡易耐震診断事業に要す
る費用の一部を支援する必要がある。

有　　効　　性



説

明

瀬戸内オリーブ基金からの寄附を受け入れることによって、尼崎の森中央緑地の整備が推進され、
早期に事業効果を上げることが出来るため継続する。

実
施
方
針

拡充

延長 終期設定

実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲 民間委託 ＰＦＩ 負担割合変更 事務改善 その他

廃止 縮小 統合 凍結(休止)

民間・市町との役割分担

・尼崎の森中央緑地の種子採取や植栽は市民団体によって行われるなど、多様
な主体の参画と協働により推進されており、適切な役割分担がなされている。

受益と負担の適正化

継続 実施手法の見直し

・特定の受益者のために植栽を行うものではないため、受益者負担の原則にな
じまない。

方 向 性
新規

有　　効　　性

・瀬戸内オリーブ基金を有効活用し、植栽を実施することにより、県費のみで
事業実施することに比べ植栽本数が増加しており、尼崎の森中央緑地の整備を
早期に進めることが出来る。

効　　率　　性

・瀬戸内オリーブ基金を活用し、植栽を実施することにより中央緑地の整備を
効率よく進めることができる。

(0 千円) (0 千円) (0 千円)

(0 千円) (0 千円) (0 千円)

目標の達成度
を示す指標

尼崎の森中央緑地に植栽する約２０万本のうち「瀬戸内
オリーブ基金」活用し、平成３１年度までに約１０万本
を植栽する。

[目標設定理由]尼崎の森中央緑地全体で約２０万本
を植栽する計画であるが、計画を効率的に達成する
ため、約１０万本を基金を活用して植栽する。

評
価
結
果

必　　要　　性

・環境共生型のまちづくりを目指す「尼崎２１世紀の森づくり」の拠点として
尼崎の森中央緑地の整備を進めており、緑豊かな自然環境を早期に創出するた
めにも、瀬戸内に緑を復活することを目的とした瀬戸内オリーブ基金を活用し
た育苗・植栽が必要である。

20.1%
(0 千円) (0 千円) (0 千円)

11,400本 20,100本
7%

H21 H22

11.4%

22年度
見込み

23年度
目標

達成率（％）

H23
指標名

目　　標 21年度
実績

植栽本数
（育苗中のものを含
む）

100,000 千円 31年度 7,400本

目標値 年度

事業の目標

従事人員 従事人員

3,836 千円 0.1人 12,120 千円 0.1人 9,512 千円 0.1人

総コスト
（①＋②）

従事人員

従事人員 従事人員

836 千円 0.1人 820 千円 0.1人 812 千円 0.1人
人件費②

従事人員

(0 千円)

3,000 千円 11,300 千円 8,700 千円

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

区　分 平成21年度決算額 平成22年度当初予算額 平成23年度当初予算額

事業費①
(0 千円) (0 千円)

事業内容
尼崎の森中央緑地に植栽する苗木の育苗費用として、瀬戸内オリーブ基金
からの寄付金を兵庫県園芸・公園協会の緑化基金へ積み立てる。(標準事
業費一本千円）

事業開始年度 平成１８年度

事業目的

事業名 尼崎の森中央緑地植栽事業助成 担当者電話番号 ２１世紀の森係　内線４５９６

①「尼崎２１世紀の森づくり」の拠点である尼崎の森中央緑地の整備を推進するため、
海オリーブ基金」からの寄附を活用し、植栽事業を行う。

事務事業評価資料

施策名 美しいまちづくりの推進 所管部局課名 県土整備部まちづくり局公園緑地課２１世紀の森室



説

明

　平成19年度から実施している古民家の建物調査・再生提案に加え、平成22年度から開始した地域
交流施設等、特に地域の活性化への効果が期待できるものへの改修工事費助成を継続して実施し、
地域のまちづくりや景観形成に寄与する。

ＰＦＩ 負担割合変更 事務改善 その他
実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲 民間委託

　県は全県を対象に古民家の建物調査及び再生提案を先導的に実施している｡また、建築
関係団体との共催による「再生提案発表会」の実施など、民間と連携して古民家再生の
促進を進めている。特に改修工事費助成については、地域のまちづくりの拠点として活
用されるため、地元調整など市町が主体的な役割を担う。

受益と負担の適正化

　建物調査と再生提案については古民家再生事例が少ない現時点では所有者の負担は求
めない。再生工事は所有者の負担で実施するが、地域交流施設等、特に地域の活性化へ
の効果が期待できるものとして活用する場合に限り、改修工事費助成を実施（市町及び
所有者も応分の負担）することとしている。

実
施
方
針

方 向 性
新規 拡充 継続

５件－

評
価
結
果

必　　要　　性

　地域の特徴あるまちなみ景観を形づくってきた古民家を再生することは、既存住宅ス
トックの有効活用とともに、地域を活性化させる観点から必要性が高い。
　また、古民家再生の担い手である地域の大工・建築士の伝統的木造建築技術の維持・
継承を図ることも必要である。

有　　効　　性

　古民家の建物調査や再生提案、さらには改修工事を促進することにより、地域の大
工・建築士の伝統的木造建築技術の維持・継承が図られる（県民の古民家への関心が高
まり、予定を上まわる申込み実績がある。）とともに、まちづくりや景観形成に寄与
し、地域の活性化に有効である。

効　　率　　性

　建物調査を実施したもののうち、特に再生を推奨すべきものに絞り込んで再生提案を
行い、効率的な執行を図っている。
　また、改修工事費助成は、地域交流施設など公共性の高いものに限定するとともに､補
助対象限度額を設定し効率的に執行する。

民間・市町との役割分担

58.8%
７件

再生工事の実施（地
域交流施設等公共性
の高いもの）

１７件 22～25 －
(0 千円) (5,620 千円) (4,619 千円)

２件

７件
17.6% 38.2%

(716 千円)

目標の達成度
を示す指標

指標名
目　　標 21年度

実績

再生提案の実施 ３４件 21～25
６件

年度目標値

事業の目標

①
　再生提案の実施

[目標設定理由]
　古民家の再生工事の実施に向けて、専門家による
再生提案が重要な判断材料となるため。

4,599 千円 0.6人 7,018 千円 0.9人 7,759 千円 1.0人

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

従事人員

20,345 千円10,314 千円

従事人員

平成23年度当初予算額

(5,340 千円) (10,173 千円)

区　分 平成21年度決算額 平成22年度当初予算額

事業費①
(1,683 千円)

人件費②

総コスト
（①＋②）

3,059 千円

H21 H22 H23

22年度
見込み

達成率（％）

従事人員

7,658 千円 0.6人 17,332 千円

従事人員 従事人員

0.9人 28,104 千円

② 古民家再生を促進させることにより、伝統的木造建築技術の維持・継承とまちなみ景観事業目的
　の維持・保全を図る。
【古民家の建物調査･再生提案】
　（対象）築50年以上の伝統的木造建築技術による住宅
【改修工事費助成】
　（対象）地域交流施設等として再生しようとする古民家
　（補助対象経費）再生のための改修工事費
　（負担割合）県1/3、市町1/3、民間事業者1/3
　（補助対象限度額）10,000千円

事業開始年度事業内容  平成19年度

事業名 古民家再生促進支援事業 担当者電話番号

① 優良な住宅ストックである古民家を地域資源として再生し、地域の活性化につなげる。

まち再生企画係　078-362-3583

事務事業評価資料

施策名 古民家再生の促進 所管部局課名 県土整備部住宅建築局住宅政策課

11.8% 41.2%

従事人員

(1,276 千円) (870 千円)

③
　再生工事の実施（地域交流施設等公共性の高いもの）

[目標設定理由]
　当該事業は再生工事につなげることを目指して実
施しているため。

1.0人

23年度
目標

廃止 縮小 統合 凍結(休止) 延長 終期設定

実施手法の見直し



建設業者の新分野進出への支援

Ｈ25

[目標設定理由]　建設業者が新分野で継続的に事業展開
を行うことにより、上記事業目的の達成が可能となるため

[目標設定理由]

[目標設定理由]

新分野定着率
（Ａ）のうち新分野

定着業者数/
支援業者数（Ａ）

(0 千円)

(0 千円)

従事人員

0.0人0 千円 215,704 千円

事業の目標

事務事業評価資料

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

事業費①

人件費②

総コスト
（①＋②）

0.0人0 千円

事業目的

8,204 千円

方 向 性

207,500 千円

H21

(0 千円)

(0 千円)

従事人員

従事人員 従事人員

(0 千円)

(0 千円)

1.0人

平成23年度当初予算額

(7,500 千円)

207,500 千円

従事人員

施策名

事業名

22年度
見込み

平成22年度当初予算額

(7,500 千円)

区　分

1.0人

①　建設業者の新分野での定着 ※
　　　※進出から３年以上の事業継続

②

③

実
施
方
針

評
価
結
果

説

明

　県内企業の活性化、雇用の安定化につながる建設業者の新分野進出を引き続き推進していくため、
「建設業新分野進出支援事業」を継続実施する。

実施手法の
見直し内容

民間・市町との役割分担

受益と負担の適正化

必　　要　　性

目標の達成度
を示す指標

(0 千円)

指標名
21年度
実績

目　　標

目標値 年度

１．０

(0 千円)

(0 千円)

0 千円

・新分野進出に際し必要となる経費のみを補助し、進出後の設備資金、運転資金は事後に自ら返済
を要する融資としていること、さらに、補助についても対象となる経費のうち半分は自ら賄うこと
を求めていることから、新分野に進出しようとする建設業者の受益に対する負担の適正化は図られ
ている。

23年度
目標

達成率（％）

H22 H23

建設業新分野進出支援事業

平成21年度決算額

(0 千円)

①　建設業者の他分野進出による建設業者の活力再生、建設業従事者の就業機会の確保
②　進出先分野における担い手不足の解消
③

従事人員

事業開始年度

所管部局課名

担当者電話番号

県土整備部県土企画局総務課建設業室

建設業係　078-362-9249

215,622 千円 1.0人

8,122 千円 1.0人

有　　効　　性

効　　率　　性

・建設業界は、目下の経済不況に加え公共投資の減少という業界固有の問題を抱えており、この状
況の中で、建設業の活力再生や雇用の維持・発展を図るためには、行政が他分野に関する情報提供
や進出支援等を行い、建設業者の新分野進出を推進していく必要がある。
・また、指定した進出先分野のうち、農林漁業、医療・福祉分野は、担い手の確保、人材の育成が
求められており、今後進展が見込まれる環境分野も加え、これらの分野で建設業者の人材、機材、
ノウハウ等が有効に活かされることは社会的要請に合致しており、県域全体の発展に資する。

・建設業者にアンケート調査を行ったところ、新分野進出を検討したことがある業者は調査対象者
全体の1/3以上であるものの、実際に進出した業者は数社のみとごく少数であり、実際に進出できな
い 大の障害は「新分野での経営」「参入への資金対応」との回答を得ている。
・今回の支援は、それら新分野進出を検討する建設業者のニーズに合致しており、新分野進出促進
に有効である。

・今回の支援事業は、補助（建設業新分野進出支援金）及び融資（建設業新分野事業展開資金）の
２つの制度からなっており、実際に新分野に進出する際に必要となる 小限度の経費のみ補助を行
い、進出後の設備資金、運転資金は全て、後に自ら返済する融資制度によることとしており、建設
業の新分野進出という目的に対し効率的である。

新規 拡充

凍結(休止)

負担割合変更 事務改善

継続 実施手法の見直し

その他ＰＦＩ

延長 終期設定

民間移譲

廃止 縮小 統合

民間委託市町移譲

事業内容

　農業、林業、漁業、医療・福祉、環境分野に進出しようとする３年以上建設業を営
む県内の中小許可業者に対し、以下の支援を実施する。
(1)建設業新分野進出支援金〔補助制度〕
　　補助対象経費：①資格取得経費②販路開拓経費
　　　　　　　　　③その他新分野進出手続き等に要する経費
　　補　 助　 率：1/2
　　補助限 度 額：50万円（補助対象限度額100万円）
(2)建設業新分野事業展開貸付〔融資制度〕
　　融資限 度 額：1億円
　　融 資　利 率：1.6％
　　融 資　期 間：10年以内
　　融資目 標 額：10億円

平成22年度



説

明

　関係団体（県･市町、関係事業者や社会福祉協議会等）で構成する協議会を設置し、情報を共有
し、効果的な支援を協議・実施することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図る。
　なお、協議会事務局を住まいサポートセンター内に設置することにより、支援情報等を一元化
し、発信するとともに、県民の住まいの総合相談センターとしての機能を強化する。

ＰＦＩ 負担割合変更 事務改善 その他
実施手法の
見直し内容

市町移譲 民間移譲 民間委託

廃止 縮小 統合 凍結(休止) 延長 終期設定

－

実
施
方
針

方 向 性
新規 拡充 継続 実施手法の見直し

評
価
結
果

必　　要　　性
　高齢者をはじめ、低所得者、外国人など、住宅確保要配慮者の多様化に伴
い、住宅施策と福祉施策、行政と民間事業者との連携による、居住の安定確保
が必要となっている。

有　　効　　性
　住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るため、関係団体が行っている事
業・活動について情報を共有するとともに、必要な支援手法等について協議を
行い、対策を講じることができる。

効　　率　　性
　関係団体が連携し、住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅や福祉施設、
支援体制など多分野に渡る情報を共有し、情報提供の一元化を図ることによ
り、効率的・効果的な支援が可能である。

民間・市町との役割分担

　協議会設置後、住宅確保要配慮者への一元的な住まいの情報提供システムの
構築は、県が事務局として主導的に行い、情報提供システムを活用した地域の
実情に応じた相談や居住支援の推進については市町が行う。また、民間不動産
流通団体は入居を拒否しない環境の整備等の役割分担を行う。

受益と負担の適正化

－ － 100
(0 千円) (0 千円) (4,186 千円)

23年度 － － 200件

100
(0 千円) (0 千円) (2,814 千円)

－ 51団体
－ －

22年度
見込み

23年度
目標

達成率（％）

目標値 年度 H21 H22 H23
目標の達成度
を示す指標

指標名
目　　標 21年度

実績

居住支援協議会に参
加する構成団体数

５１団体 23年度 －

賃貸住宅入居関連や
住み替えなどの相談
件数

２００件

0.8人

事業の目標

①
　居住支援協議会の設置・運営

[目標設定理由]
　居住支援を行うための各種団体の情報の共有化及び円
滑な協議・連携を図る場・体制を整備するため。

②
　賃貸住宅入居情報や住み替え相談の適切な対応

[目標設定理由]
　あんしん賃貸住宅等の各種情報を県民にわかりやすく
同じサイトで紹介するとともに住み替えを円滑に行うた
めの相談会を実施することで居住の安定を確保する。

0.0人 0 千円 0.0人 13,498 千円

6,498 千円 0.8人

総コスト
（①＋②）

従事人員 従事人員 従事人員

0 千円

0 千円 0.0人 0 千円 0.0人

0 千円 0 千円 7,000 千円

人件費②
従事人員 従事人員 従事人員

事
業
に
要
す
る
コ
ス
ト

区　分 平成21年度決算額 平成22年度当初予算額 平成23年度当初予算額

事業費①
(0 千円) (0 千円) (0 千円)

事業内容

　県･市町(住宅･福祉部局)、住宅供給公社、不動産関係団体、社会福祉協議会、
居住支援団体などで構成する｢居住支援協議会｣を構築し、情報共有を図るととも
に、住宅確保要配慮者の支援手法等について協議を行う。
　また、平成23年度は、住宅と福祉施設の情報を一元的に紹介する情報提供シス
テムを整備する。

事業開始年度  平成23年度

事業目的
　「住宅セーフティネット法」に基づき、高齢者､低額所得者などの住宅確保要配慮者が賃
住宅等に円滑に入居することができる環境を整備する。

事業名 居住支援協議会構築・推進事業 担当者電話番号 住宅総合計画係　078-362-3581

事務事業評価資料

施策名 少子高齢化等に対応した住まいづくりへの支援 所管部局課名 県土整備部住宅建築局住宅政策課


